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JAS構造材とは

１

３

２

本事業では次の５つのＪＡＳ製品を『ＪＡＳ構造材』と定義する。

枠組壁工法構造用製材 及び
枠組壁工法構造用たて継ぎ材（以下「２×４製材」）

機械等級区分構造用製材（以下「機械等級製材」）

直交集成板（以下「ＣＬＴ」）

４

５

構造用集成材（中断面以上）

構造用単板積層板（以下「ＬＶＬ」）
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事業構成

活用宣言で
登録された施工者によ

る実証

３階建て以下の戸建専用住宅以外での
実証に係る林産物JASへの支援

活用拡大宣言

ＪＡＳ構造材に対する
活用拡大の宣言

ＪＡＳ構造材個別実証支援事業ＪＡＳ構造材活用拡大宣言事業

JAS構造材の活用に積極的な企業を

『見える化』
することで、市場の活性化を図る。

品質が明確化された林産物ＪＡＳ製品を
お試しで実際に使っていただき、
ＪＡＳ製品に対する利便性を感じていただくことで

『JAS構造材等を継続的に利用』
していただける方を増やす。
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スケジュール

１） 活用拡大宣言への登録 ＜宣言様式１号及び宣言様式２号＞

受付期間 ２０２０年３月３１日 ～ ２０２１年 ３月２７日

活用拡大宣言事業

個別実証支援事業（活用拡大宣言で登録された施工者等がエントリー可）

２） 事業申請（事業へのエントリー）＜様式1号＞

一次募集受付期間 ２０２０年３月３１日 ～ ２０２０年６月３０日

ＪＡＳ構造材利用拡大事業では、主要な申請は３つ

３） 助成金交付申請（使用した林産物ＪＡＳに応じた助成金の申請）＜様式6号＞

一次募集受付期間 ２０２０年３月３１日 ～ ２０２０年８月３１日
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ＪＡＳ構造材活用拡大宣言事業

宣言様式1号、宣言様式１号（付表）、会社情報を （一社）全国木材組合連合会 に送付

登録したあと、宣言様式４号を自社のホームページに掲載または印刷して事務所に掲示する。
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ＪＡＳ構造材個別実証支援事業
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事業概要：助成の仕組み 個別実証支援

ステップ② 『JAS構造材』への支援 …支援①

ＪＡＳ構造材の使用量に応じて「その他林産物ＪＡＳ」の調達費に支援

ステップ① 建築物を助成対象にする条件

ステップ③ 『その他林産物JAS』への支援 …支援②

指定する構造部位にＪＡＳ構造材を使用する（一部でも可）

「JAS構造材」の使用量に対し規程下単価を乗じた金額、
または実際の調達費（材料費、加工費、運搬費）のうち低い方の金額に支援

JAS構造材を実際に使用して建築を行っていただくことを目的とするため、

JAS構造材への支援とJAS構造材の使用量に応じて、
JAS構造材以外の林産物JAS材への支援を行う
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事業概要：対象事業者

ア）JAS構造材活用拡大宣言事業で登録を受けた事業者

本事業に申請できるのは以下の条件を全て満たした施工者とする

イ）建築確認申請または建築工事届で施工者と確認できる事業者
またはその事業者から本事業を申請する権利を委譲された事業者

ウ）建築工事業または大工工事業の認可を受けた事業者

エ）法人格を有する者

個別実証支援

オ）申請数が３件以上の事業者はクリーンウッド法に基づく
登録木材関連事業者であること

カ）申請数が３件以上の事業者は、
工場全体の原木買取量（若しくは原材料の買取量）を前年（度）実績と同等
若しくは増加させることを目的に、山元の素材生産事業者等と安定供給などの協定を締結した
ＪＡＳ構造材生産施設を有する宣言事業者との共同申請
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事業概要：対象物件

①本事業は新築及び増改築を行う建築物のうち、建築確認申請または建築工事届を提出し、
以下の条件を全て満たす物件とする

ア）建築確認申請又は建築工事届の建築主が国に該当せず、
建築物又は建築物の部分の用途が本事業の規定に沿う建築物

ウ）建築物において基礎を含めた建築工事に、本事業以外の国からの助成を
受けていない建築物

エ）延べ床面積が10平米を超える建築物

イ）３階以下の戸建て住宅を除く建築物（３階以下の戸建て住宅の産業部分は対象）

個別実証支援

オ）指定する部位でJAS構造材を使用した建築物であること
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本事業での階数について

本事業でいう階数とは、２つの数え方があります。

①建築物の実階数

対象建築物かどうかは実際の建築階数での判断になります。

例）産業用途をもたない３階建て戸建て住宅→対象外

②助成額を計算する際に算出する助成階数

助成額を算出する際はJAS構造材を構造部に使用する階のみを最上階か
ら数えていくつかで判断します。

例）次ページ参照

個別実証支援
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3階

2階【１】

1階【２】

3階【１】

2階【２】

1階

3階

2階【１】

50,000円／立米 100,000円／立米 対象外

パターン①

全て住宅/全て使用

パターン②

３階住宅/全て使用

パターン③

全て非住宅/１階不使用

パターン④

３階が住宅/１階不使用

本事業で階数として算出するのは
『非住宅』、『JAS構造材を構造部に使用』している階のみとなります。

非住宅/
構造部に使用

住宅/
構造部に使用

非住宅/
構造部に使用

非住宅/
構造部に不使用

1階

非住宅/
構造部に使用

非住宅/
構造部に使用

非住宅/
構造部に不使用

住宅/
構造部に使用

非住宅/
構造部に使用

２階 ２階 １ 階

階数の考え方 ３階建て以下の産業併用戸建住宅 の場合
（製材、集成材、LVLの例）

個別実証支援

対象外

立米単価の考え方（３階建て建築物での例 、【 】は最上階からの階数）
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立米単価の考え方

階数の考え方（製材、集成材、LVLの例）
（４階建て建築物での例 、【 】は最上階からの階数）

構造部に使用

4階【1】

3階【2】

2階【3】

1階【4】

4階

3階【1】

2階【2】

1階【3】

3階【2】

2階【3】

4階【1】

3階【1】

1階

4階

2階【2】

50,000円／立米 100,000円／立米 対象外

パターン①

全て使用

パターン② パターン③

１階不使用

パターン④

１階４階不使用

個別実証支援

本事業で階数として算出するのは
『JAS構造材を構造部に使用』している階のみとなります。

構造部に使用

構造部に使用

構造部に使用

構造部に不使用

構造部に使用

構造部に使用

構造部に使用 構造部に不使用
1階

構造部に使用

構造部に使用

構造部に使用

構造部に不使用

構造部に不使用

構造部に使用

構造部に使用

４ 階 ３ 階 ３ 階 ２ 階

４階不使用
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助成：上限額について

1,000平米以上、または最上階から4階以上＝3,000万円/件

1,500万円/件

3,000万円/件

階数
（JAS構造材不使用階除く）

延べ床面積

4階以上

1000平米以上

（申請1件当たりの助成額の上限）
個別実証支援

（JAS構造材不使用階除く）
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条件

機械等級区分構造用製材
柱、梁桁、トラス、土台（一部でも可）に機械等級製材が使用されること

２×４製材・集成材（中断面以上）、構造用LVL
構造上主要部分（壁、床、屋根、横架材）の一部に使用されること

CLT
構造上主要部分（壁、床、屋根）の一部に使用されること

助成対象

ステップ①で機械等級区分構造用製材の条件を満たす
全ての部位に使用された機械等級製材及び目視等級製材（乾燥材に限る）

ステップ①で２×４製材・集成材（中断面以上）、構造用LVLの条件を満たす
全ての部位に使用された２×４製材・集成材（中断面以上）、構造用LVL

ステップ①でCLTの条件を満たす
全ての部位に使用されたCLT

※合法伐採木材であることが証明できること

立米単価 CLT：１４万円/ｍ3 その他：５万円/ｍ3 or 10万円/ｍ3 （最上階から4以上の階）

個別実証支援

ステップ① 建築物が助成対象になるための条件

ステップ② 『JAS構造材』への支援 …支援①

助成：JAS構造材とその他林産物JAS 条件
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平成31年度の事業案詳細
（助成 ① 機械等級区分構造用製材及び目視等級区分構造用製材、以下『機械等級製材』、『目視等級製材』）

個別実証支援助成額算出方法 考え方

１．事業申請時 ２．交付申請時 ３．実際の調達費

JAS構造材

事業申請時に計画してい
る材積（立米）
×5万 or 10万 or 14万

交付申請時に実際に使用
した材積（立米）
×5万 or 10万or 14万

実際の調達費
（木材代、及びそれにか
かわる加工費、運搬費）

その他林産物JAS 計画調達費×1/2 実際調達費×1/2 実際調達費×1/2

１，２，３を比較し、低い金額
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平成31年度の事業案詳細
（助成 ① 機械等級区分構造用製材及び目視等級区分構造用製材、以下『機械等級製材』、『目視等級製材』）

助成部位

個別実証支援助成額算出方法 機械等級区分構造用製材

助成対象 助成額計算

JAS構造材

助成対象となる階で使
用された『機械等級区
分構造用製材』及び
『目視等級区分構造用
製材（乾燥処理された
ものに限る）』

事業申請時に計画している材積（立米）×5万 or 10万 ①

交付申請時に実際に使用した材積（立米）×5万 or 10万 ②

実際の調達費（木材代、及びそれにかかわる加工費、運
搬費）

③

その他林産物JAS

助成対象となる階で使
用された『機械等級区
分構造用製材』及び
『目視等級区分構造用
製材（乾燥処理された
ものに限る）』の1/2の
材積

計画調達費×1/2 ④

実際調達費×1/2
⑤

『機械等級区分構造用製材』をJAS構造材として扱う場合は『目視等級区分構造
用製材（乾燥処理されたものに限る）』もJAS構造材として扱います。

①+④、②+⑤、③+⑤のうち、一番低い額を助成します。
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平成31年度の事業案詳細
（助成 ① 機械等級区分構造用製材及び目視等級区分構造用製材、以下『機械等級製材』、『目視等級製材』）

助成部位

個別実証支援助成額算出方法

助成対象 助成額計算

JAS構造材

助成対象となる階で使
用された『ツーバイ
フォー製材』、『構造
用集成材（中断面以
上）』、『構造用LVL』

事業申請時に計画している材積（立米）×5万 or 10万 ①

交付申請時に実際に使用した材積（立米）×5万 or 10万 ②

実際の調達費（木材代、及びそれにかかわる加工費、運
搬費）

③

その他林産物JAS

助成対象となる階で使
用された使用された
『ツーバイフォー製
材』、『構造用集成材
（中断面以上）』、
『構造用LVL』と同じ材
積

計画調達費×1/2 ④

実際調達費×1/2
⑤

①+④、②+⑤、③+⑤のうち、一番低い額を助成します。

ツーバイフォー製材
構造用集成材（中断面以上）
構造用LVL
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平成31年度の事業案詳細
（助成 ① 機械等級区分構造用製材及び目視等級区分構造用製材、以下『機械等級製材』、『目視等級製材』）

助成部位

個別実証支援助成額算出方法 CLT

助成対象 助成額計算

JAS構造材
助成対象となる階で使
用された『CLT』

事業申請時に計画している材積（立米）×14万 ①

交付申請時に実際に使用した材積（立米）×14万 ②

実際の調達費（木材代、及びそれにかかわる加工費、運
搬費）

③

その他林産物JAS
助成対象となる階で使
用された『CLT』と同材
積

計画調達費×1/2 ④

実際調達費×1/2
⑤

①+④、②+⑤、③+⑤のうち、一番低い額を助成します。
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申請の流れ
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Ⅰ：事業のフロー図 個別実証支援

事業開始まで

事業開始から
交付申請まで

交付決定から
助成金支払まで

事業者

事務局

事業開始
・様式１号（事業申請）
地域木材団体へ提出

受付後

・様式2号（申請受理証）
審査後

・様式3号（結果通知書）

事業開始
木材発注や材料指示等

事務局

現地確認
一部事業者を対象
木材使用状況の確認

事業者 事業者

・様式6号（交付申請）
地域木材団体へ提出 交付審査

事務局

・様式7号（決定通知）

事業者

・様式8号（請求書）
（一社）全木連へ提出 助成金支払い

受付締切
2020年6月30日

受付締切
2020年8月31日

建
て
方
終
了
等

助成対象木材
の施工終了
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Ⅰ：事業申請

①様式１号
ＪＡＳ構造材個別実証支援事業申請書

■提出物

③建築確認申請のコピー(受付印があること)

申請する物件の住所にある地域木材団体
■提出先

④申請物件の助成対象となるＪＡＳ構造材
が判別可能な平面図・軸組図・梁伏せ図等

個別実証支援

受付締切
2020年6月30日

⑥助成金振込先の銀行口座情報

②調達費算出シート及び見積書
（林産物JASの予定使用量、予定調達額がわかる資料）

⑦申請数が３件以上の事業者は、
クリーンウッド法に基づく登録木材関連事業者
であることを示す登録証のコピー

⑧申請数が３件以上の事業者は、
安定供給協定の締結等に関する資料および共同申請

⑤建築工事業又は大工工事業の許可証の写し
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Ⅰ：事業申請：提出図面・平面図の場合

④申請物件の助成対象となるＪＡＳ構造材が判別可能な平面図・軸組図・梁伏せ図等

個別実証支援
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図１－３ 軸組工法等の梁伏図の例

個別実証支援
Ⅰ：事業申請：提出図面（伏せ図の場合）
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■様式２号

ＪＡＳ構造材個別実証支援事業受付書
■様式３号

ＪＡＳ構造材個別実証支援事業採択通知書

個別実証支援Ⅱ：事務局からの通知

事業申請を受け付けたことを
地域木材団体から通知いたします。
採択の結果については、様式３号で
連絡します。

採択結果の通知になります。
この通知に記載された日より事業開始と
なります。
この日以降に発注された木材が助成の
対象となります。（除く在庫商品）

事
業
開
始
日
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Ⅲ：現地確認

事務局および地方木材団体は、

一部の個別実証支援事業において、
現地で建て方完了後の林産物JASの利用状況を
確認させていただきます。

現地確認の対象事業者には、
事務局及び地方木材団体から連絡させていただきます。

現地確認の対象となった際は、
確認可能な日の連絡、現場の調整等など、ご協力をお願いします。

個別実証支援
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Ⅳ：交付申請

■提出物

申請する物件の住所にある地域木材団体

■提出先

受付締切
2020年8月31日

個別実証支援

①様式６号、様式6号－２

ＪＡＳ構造材個別実証支援事業助成金交付申請書

別紙１ 1～3 助成対象の木材

別紙２ 助成金の額

③記録写真

②建築確認申請受理証のコピー

④申請物件の助成対象となるＪＡＳ構造材が判別可能な
平面図・軸組図・梁伏せ図等（変更があった場合は明記すること)

a. 材料荷受け時の検収写真（検収毎）
b. 助成対象木材の部材種ごとの写真（部材種ごとに1枚以上）
c. 建て方終了時に建物の全景写真（2方向から）
について(ⅰ)工事名、(ⅱ)撮影日時、(ⅲ)部材種を記載した黒板と
共に撮影したもの）

次ページへ続く



Ver.4.1 P.26

Ⅳ：交付申請 個別実証支援

⑦助成対象林産物JASの実調達費がわかる資料
（木拾い表や請求書、領収書 等）

⑥交付決定以降に材料発注がされたことがわかる資料
（発注書、材料指示書 等。発注請書では代用できません。）

⑨合法伐採木材であることがわかる資料

⑩その他事務局が助成金の査定に必要な資料

⑧林産物JASであることがわかる資料

⑤調達費算出シート
林産物JASの使用量及び調達額がわかる資料

前ページへからの続き
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Ⅴ：交付決定・交付請求 個別実証支援

事務局での交付申請確認後、
交付決定通知書で助成額を
お知らせします。

交付決定通知書に記載された金額を記
入して、全国木材協同組合連合会に送
付してください。
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Ⅵ：その他

必ず公募要領をお読みください。

個別実証支援
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詳細はウェブサイトにて

https://www.jas-kouzouzai.jp/

JAS構造材 検索

最新情報をメールニュースにて受信できます。
（QRコードから空メールを送信にて登録）

木材で街づくり @toshimokuzai

JAS構造材利用拡大事業 事務局
TEL：03-6550-8540
FAX：03-6550-8541
平日10：00～17：30


